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 初めまして、西表在来植物の植栽で地域振興を進める会の高相です。西表島で自然環

境の保全活動をしています。今夏、西表島が他の三地域とともに世界自然遺産に登録さ

れましたが、少なくとも西表島の登録は、環境省の「指導の下」、登録が目的、保全は

二の次で進められたと考えています。実際に、世界遺産委員会から観光管理(オーバー

ユース)等の課題を登録の時点で指摘されています。この公開質問状では、二点の環境

省による保全活動の着手依頼（活動に着手するか否かの質問）と二点の要望について記

します。 

 １）西表島の世界自然遺産登録に際し、海域は対象外とされています。西表島全体の

保全、利用を考えたら、陸域だけを対象とするのは片手落ちです。海域を問題にします

が、西表島の藻場が極めて危機的な状況にあるからです。代表的な藻場であるウミショ

ウブ藻場が、自然環境保全地域の網取湾で消失し、同地域の崎山湾では一、二年で消失

しそうです。祖納と美田良の海岸でも類似の状況です。ウミガメの食害による訳ですが、

食害は西表島の全海域に及んでいます。何も対策を講じなければ 10 年でウミショウブ

藻場は消失するでしょう。 

 私たちの会では二年半前から食害防止柵を設置し、この柵内で食害にあったウミショ

ウブが速やかに回復することを確認し、早急な大規模な食害防止柵の設置を環境省等の

行政に何度も働きかけましたが、対応は極めて鈍いものでした。昨年、環境省主催の会

議で、自然環境保全地域内でウミショウブ藻場とウミガメのモニタリング調査を行い、

また藻場保全に必要な広報活動を行い、5年を目途に事業を評価するという資料を受け

取りました。必要に応じて随時見直すという付記もありました。環境省も小さな食害防

止柵を設置して、柵の効果は認識しているはずです。現時点で早急に大規模柵を崎山湾

に（あるいは他の海域にも）設置する計画はあるのでしょうか。対策が早ければ早いほ

ど回復に要する期間は短くてすみます。数千万円の費用で消失海域を除いた全海域で保

全ができますが、藻場消失後の対応でしたら膨大な労力と予算が必要となり、回復しな

いかもしれません。藻場はもちろん漁業、観光業に重要な場ですが、児童・生徒の環境

教育の場でもあります。 

 別の観点ですが、ウミガメの食害によってウミショウブ藻場に蓄えられていた膨大量



の固定炭素が既に放出されたことを認識する必要があります。健全なウミショウブの草

丈は 60-80cm ですが、食害で 5㎝以下になります。茎は土壌中にありますが、食害が進

むとこれが掘り起こされ、枯死します。熱帯林等の皆伐が問題視されますが、類似の問

題が西表島で（石垣島でも）起こっています。海の森林の草原・砂漠化が進行していま

す。 

２）西表島ではイリオモテヤマネコの保全が最重要課題の一つです。しかしながら、

施策は交通事故防止、一辺倒です。道路沿いの草刈りとドライバーへの注意喚起のキャ

ンペーンは毎回、新聞等で報道されます。事故防止ばかりが強調されると、草刈りとド

ライバーへの注意喚起が大変に有効な保全の手段と勘違いをしてしまう人が出てくる

でしょう。常に道路沿いに雑草が無い状態で維持されていれば、効果は期待できますが、

年間を通して維持されていないのが現状です。交通事故の発生件数からの推測では、草

刈りはしないよりは、した方が良い程度なのかもしれません。少なくとも児童・生徒に

はツシマヤマネコでの施策を紹介しながら多様な保全方法の説明をすべきです。また、

これまで結果が出てこなかった施策の踏襲ではなく、有効な保全策を論理的に検討すべ

きです。 

 イリオモテヤマネコの保全にはヤマネコにストレスのかからない生息域、狩り場の確

保が必須です。環境省は放棄田に水を入れて狩り場にすることを検討しましたが、実行

に移していません。私たちの会では山沿いの休耕田に池を造りました。ヤマネコが池を

訪れたという確認は、まだされていませんが(調査はしていません)、これらの池の二、

三では現在、西表島で最も水生昆虫の多様性が高いとされています。西表島を含めて南

西諸島の水生昆虫は極めて危機的な状況にあるそうです。休耕田を池に造成する経費は

わずかです。15m x 20mの池を一つ造るに多くて 5 万円です。将来的に活用しないであ

ろう休耕田で数多くの狩り場を造成する計画はあるのでしょうか。 

 

要望です。 

１）西表島の自然遺産登録に対して、否定的な考えを持つ住民が肯定的な住民を上回

っています。一方、西表島の自然環境の保全には地域住民のサポートが必須で、このた

めには地域住民が自然環境をより理解し、誇りを持つことが重要です。この考えを押し

進める手段として、地域住民が自然環境の保全に関わる活動で多少とも収入を得られる

仕組みを県と町と協力して構築して頂けないでしょうか。自然環境の容易な調査等が島

外の業者に発注されていますが、これによる沖縄島等からの旅費は税金の無駄遣いです。

報告書を簡素化し、出来るだけ実際の作業（人件費）に経費が使われる様にできないで

しょうか。 

 ２）外来植物の駆除は自然遺産登録に際しての課題でした。環境省の対策は、対策を

していますというポーズだけで問題視されている種の駆除はほとんど進んでいません。

一方、行政と地域住民は躊躇なく外来植物を植えています。環境に悪影響を及ぼす無意



味な除草剤散布もしばしば見受けられます。在来種の草花が咲く海岸を外来種による公

園、花壇にするといった事例も起きています。もし生物学、生態学の知識のある環境省

職員が島内に配置されていれば、このような職員は自然環境の劣化に敏感ですから、問

題を即座に把握して対応ができたでしょうし、予めの注意喚起もできたはずです。今後、

少なくとも行政による外来植物の植栽を環境省の指導で避けて頂きたい。環境省が普遍

的価値が維持されてきたと紹介する西表島の自然に対して、自らが自然環境の保全が担

保されない状態での登録を進め、さらに、基本的な環境劣化防止の活動を怠ってきた罪

は重いと考えます。劣化防止活動には森林の皆伐に相当する藻場消失の回避活動も含ま

れます。 

 ウミショウブ藻場の保全として大規模な食害防止柵の設置を「早急に」着手するので

しょうか、また山沿いの休耕田を池に造成してヤマネコと水生昆虫（水生生物）の生息

環境の改善に着手するのでしょうか、ご回答ください。 

 ウミショウブ藻場の現状、休耕田からの池造成の詳細についてはホームページ（西表

庵植物園）とクラウドファンディング（イリオモテヤマネコも狩りに立ち寄れる水生昆

虫「保全池」プロジェクト）を参照ください。また、ウミショウブ藻場の現状について

は YouTube映像（海を走る花を守れ！ウミショウブの現状 第 1-4章）で容易に認識で

きます。 
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追伸：この質問状はメーリングリスト jeconetと wildlife、またホームページ、フェィ

スブック等で公開します。 

 






